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定期監査結果報告書の提出について 

地方自治法第199条第４項の規定により、全部局について令和５年度定期監査を実施しました

ので、同条第９項の規定により監査結果に関する報告書を提出します。 

 

 

定期監査報告書（一般会計・特別会計） 

第１ 監査の概要 

１ 監査の対象 

令和５年４月１日から令和５年９月30日までの各部局の予算に係る財務に関する事務

の執行及びその他の事務事業管理について監査を行った。 

部 局 本庁 支所・出張所 総合支所 計 

町長部局 15 ２ ３ 20 

教育委員会事務局 ４   ４ 

議会事務局 １   １ 

農業委員会事務局 １   １ 

監査委員事務局 １   １ 

※実地監査 

ア 学校等備品管理、公金取扱状況等（幕別小学校・忠類中学校・古舞小学校・白人

小学校） 

２ 監査の期間 

令和５年11月13日（月）から令和５年12月13日（水）まで 

３ 監査の手続 

監査の対象となった財務に関する事務及びその他の事務事業管理について、各部局から

提出された資料及び提示のあった関係書類等に基づいて、照合その他通常実施すべき監査

手続を幕別町監査基準に準拠して実施した。 



第２ 監査の結果 

監査の結果、各部局の予算に係る財務に関する事務は適正に執行されているものと認め

られた。また、その他の事務事業管理についても適正に執行されているものと認められた。 

なお、監査の結果と所見については下記のとおりである。 

記 

１ 収入に係る事項 

(1) 令和５年度上期の収納状況について 

(単位：千円、％) 

 調定額 収入額 収入未済額 収納率 前年同期 

町
税 

一般会計 2,963,142 1,557,395 1,405,747 52.56 51.96 

国民健康保険特別会計 723,106 297,817 425,289 41.19 41.59 

税
外 

一般会計 287,633 132,555 155,078 46.08 44.74 

特別会計 1,139,894 563,977 575,917 49.48 49.27 

(注) 税外は例年、決算で収入未済額が発生しているものを集計。 

町税の収納率は、一般会計で前年同期比0.60ポイント上昇し、国民健康保険特別会計

は0.40ポイント低下した。 

税外では、一般会計の収納率が前年度比1.34ポイント上昇している。前年同期比で収

納率が上昇したのは、施設型保育施設保育料（0.31ポイント）、学童保育所保育料（1.55

ポイント）、畜産使用料（5.67ポイント）、公営住宅使用料（0.34ポイント）、土地貸付収

入（36.27ポイント）及び建物貸付収入（0.37ポイント）である。一方、収納率が低下し

たのは、老人福祉施設措置費負担金（0.22ポイント）、へき地保育所保育料（5.89ポイン

ト）、町営住宅使用料（4.00ポイント）、幼稚園延長保育料（20.00ポイント）及び学校給

食費（0.49ポイント）である。 

特別会計の税外収納率は前年度比0.21ポイント上昇している。これは、簡易水道使用

料（1.06ポイント）、公共下水道負担金（1.12ポイント）、公共下水道使用料（0.33ポイ

ント）、個別排水処理分担金（35.50ポイント）及び個別排水処理施設使用料（0.15イン

ト）が低下しているが、後期高齢者医療保険料（0.75ポイント）、介護保険料（0.34ポイ

ント）及び農業集落排水使用料（0.26ポイント）が上昇したことによるものである。 

(2) 収納率向上対策について 

総体的に見ると、町税及び税外において前年度より上昇している。北海道地域の景気

は持ち直し基調で推移しているが、円安の影響を含めた輸入物価上昇等に起因する物価

高が依然として続いており、収納率の向上には厳しい社会情勢であると思慮される。自

主財源の確保はもとより公平負担の原則から収納率の向上は非常に重大であるため、新

たな滞納を生じさせないよう、町税及び使用料等収納率向上推進本部においては、現年

度分の収納率向上に万全を期すとともに、滞納繰越分の徴収の一層の努力を願いたい。 

十勝市町村税滞納整理機構については、引継ぎ件数４件に係る町民税など106件（納期

ごとに積み上げた件数）、5,207,071円を引き継いでおり、令和５年９月末現在、291,000



円が収納されている。昨年同期の状況と比較すると1.60ポイント減の収納率となってい

る。本年度の町負担金は688千円となっており、費用対効果の観点からも更に決算時まで

機構側と十分協議し、収納額の増・収納率の向上を図るとともに、引継ぐ案件について

は今後とも、内容を充分精査のうえ引き継がれたい。 

２ 支出に係る事項 

(1) 補助金及び交付金について 

事務事業評価委員会において、補助事業の必要性や目的を明確化し、事業の活動に対

して得られる成果を、指標による客観的数値を用いながら分析・評価を行い、見直しが

進められている。今後も引き続き見直しを進められたい。 

３ 契約に係る事項 

(1) 契約率（落札率）について 

令和５年度上期（９月末）における落札率は、工事97.21％（前年同期95.30％）、設計

等94.55％（前年同期94.38％）、物品等93.14％（前年同期86.71％）、委託94.92％（前年

同期87.93％）、合計96.75％（前年同期94.40％）となっており、昨年より総体では2.35

ポイント上がっている。 

(2) 契約等について 

事務管理面での工事契約等の一件書類の徴求は、適切な水準にあると認められる。 

４ 財産に係る事項 

(1) 財産管理について 

総務省の統一基準で作成された公有財産管理システムにより、土地、建物、備品等の

公有財産の一元化及び事務の効率化を引き続き有効に進められたい。 

５ 事務事業の管理に係る事項 

(1) 時間外勤務について 

令和５年度上期における実績は、前年同期比、時間数で3,076時間（12.92％）の減、

金額では4,800千円（８.40％）の減となっており、新型コロナウイルス感染症の５類移

行に伴うワクチン接種業務の減少やノー残業デーの取り組みが定着したことによると思

われる。 

しかし、８名の職員が、６か月間の合計残業時間（振替を除く）が300時間を超えてお

り、特定の係に集中する傾向が見受けられることから、管理職においては課内流動を含

め引き続きマネジメントの徹底に努め、自身はもとより部下職員の健康管理に十分配慮

をしていただきたい。 

６ その他の事項 

(1) 学校監査について 

学校管理費交付金及び学校運営費交付金の取扱状況及び備品や理科薬品の保管管理状

況等について検査した。 

各学校において健やかな子どもを育てるため、それぞれ教育目標を定めるとともに、



学校、家庭、地域の連携を図るための学校だよりの発行など、地域の特性と学校の伝統

を活かしながら、学校運営がなされている。 

現金・切手の取り扱いに係る事務処理は各学校とも適正であった。また、理科薬品や

備品の管理についても、適正に管理されていると認められる。薬品の残量確認について

は、使用の都度に記録確認するなどの管理を引き続き徹底されたい。 

現在、教育現場では教育ＤＸ、小中一貫教育及びコミュニティ・スクールの推進、部

活動の地域移行など課題が多いが、今後も、未来を担う子供たちが心豊かに育つよう、

教育委員会と学校、家庭、地域が一体となって、取り組んでいただきたい。 

 

 


